
福岡県立精神医療センター太宰府病院  平成２３年度運営評価報告書  （概  要） 

１ 目  的 
 

 ○ 福岡県立精神医療センター太宰府病院の管理運営の適正化を図るため評価を行う。 
 

 ○ 指定管理者制度の導入に伴い、指定管理者による良質な精神医療の提供及び経営健全化を図ることを目的として、 
  有識者による「精神医療センター太宰府病院運営評価委員会」を設置し、３つの視点から外部評価を行っている。 
 

    【指定管理者】 一般財団法人医療・介護・教育研究財団 
    【指 定 期 間】  平成１７年４月１日から平成２７年３月３１日まで 
 

 

 ○ 平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までを対象に実施 

 
 ○ 評価の視点：「病院の管理運営」、「医療機能」、「経営の健全化」 

 

２ 評価方法 

３ 評価の概要 

評 価 項 目 意  見  ・  評  価 

病院の管理運営 

（１） 病院組織の管理運営 
  ○ 病院機能評価を取得し、病院の理念・基本方針、規程・マニュアルが必要に応じて見直しされるとともに周 
    知徹底が図られている。 

（２） 患者の権利と安全確保、患者サービス 
  ○ 医療事故の迅速な情報共有と事故防止策や事故後の対応を一元的に行う医療安全管理室の設置に向け 
      て準備を行っている。 
  ○ 院内会議や患者、職員へのアンケートなどをもとに、課外活動メニューや給食メニューを充実させるなど患 
      者サービスの向上を図っている。 

（３） 医療の質 
  ○ 医師及び看護師数は充足しており、それ以外の医療従事者は診療実績の向上に伴い増員している。 

医 療 機 能 

（４） 急性期を中心とした良質な精神医療の提供 

  ○ 救急患者、重症患者を積極的に受け入れており、福岡県精神科救急医療システムの中でも専門・拠点病 

（５） 身体合併症患者の受入れ 
  ○ 結核を合併した患者の治療を行っている。（隔離病床６床） 

（６） 社会復帰の促進 
  ○ デイホスピタル、訪問看護を実施するとともに、関連団体との情報交換や患者家族会の活動の支援にも取り 
      組んでいる。（デイホスピタル：利用延人数９，７４１人、訪問看護：利用延人数 ３，８７５人） 

（７） その他公的医療の実施 
  ○ 地域の医療機関で処遇が困難な患者を積極的に受け入れている。 
     （全体の患者に占める紹介患者の率５８．７％） 
  ○ 医療観察法に基づく指定通院医療機関・鑑定入院医療機関として、対象者を受け入れている。 

（８） 研究・研修・教育活動の充実 
  ○ 精神科研修医、看護師等医療技術者の実習生の積極的な受入れ並びに養成機関への講師派遣にも取り 
       組んでいる。   
     （精神科研修医の受入れ：２２名、看護師等実習生の受入れ：２７２人、講師派遣：９６件） 

経 営 の 健 全 化 

（９） 長期収支計画の達成 
  ○ 平成２３年度からは、減価償却費を除く医業収支を均衡させることを目標に設定。（平成２２年度までは、長期 
    収支計画に基づき毎年度の収支目標を設定していた。） 
  ○ 平成２３年度は入院患者数はやや減少したが、外来患者数及び診療単価が増加したため医業収入は目標 
       を上回っており、経営改善は順調に推移している。                            
      医業収入：目標額の１,８５５百万円に対し決算額は０．７％（１３百万円）増の１，８６８百万円 
      医業費用：目標額の２，１９０百万円に対し決算額は４．８％（１０６百万円）減の２，０８４百万円 
      医業収支比率（医業収入／医業費用）：目標の８４．７％に対し４．９ポイント増の８９．６％ 


